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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板と、
　第１有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が青色の複数の第１画素と、第２有機ＥＬ素子
を含むとともに発光色が緑色の複数の第２画素と、第３有機ＥＬ素子を含むとともに発光
色が赤色の複数の第３画素とを前記絶縁基板上に並置してなる画素群と、
　前記画素群上に形成され、平坦な表面を有している光透過性の絶縁層と、
　前記絶縁層上に設けられた光透過性の接着剤層と、
　前記接着剤層を介して前記絶縁層に貼り付けられた光透過性の保護層とを具備し、
　前記接着剤層と前記保護層の前記絶縁層と対向した表面領域とは屈折率が異なり、
　前記保護層の前記絶縁層との対向面には、断面形状が矩形状であり、５０ｎｍ乃至６３
０ｎｍの範囲内の径を有する複数の凹部が設けられており、
　前記第１有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の径と、前記第２有機ＥＬ素子の正面に
おける前記凹部の径と、前記第３有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の径とは互いに等
しいことを特徴とする上面発光型の有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　絶縁基板と、
　第１有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が青色の複数の第１画素と、第２有機ＥＬ素子
を含むとともに発光色が緑色の複数の第２画素と、第３有機ＥＬ素子を含むとともに発光
色が赤色の複数の第３画素とを前記絶縁基板上に並置してなる画素群と、
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　前記画素群上に形成され、平坦な表面を有している光透過性の絶縁層と、
　前記絶縁層上に設けられた光透過性の接着剤層と、
　前記接着剤層を介して前記絶縁層に貼り付けられた光透過性の保護層とを具備し、
　前記接着剤層と前記保護層の前記絶縁層と対向した表面領域とは屈折率が異なり、
　前記保護層の前記絶縁層との対向面には、断面形状が矩形状であり、１００ｎｍ乃至６
３０ｎｍの範囲内の径を有する複数の凹部が設けられており、
　前記第１有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の径と、前記第２有機ＥＬ素子の正面に
おける前記凹部の径と、前記第３有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の径とは互いに等
しいことを特徴とする上面発光型の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　絶縁基板と、
　第１有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が青色の複数の第１画素と、第２有機ＥＬ素子
を含むとともに発光色が緑色の複数の第２画素と、第３有機ＥＬ素子を含むとともに発光
色が赤色の複数の第３画素とを前記絶縁基板上に並置してなる画素群と、
　前記画素群上に形成され、平坦な表面を有している光透過性の絶縁層と、
　前記絶縁層上に設けられた光透過性の接着剤層と、
　前記接着剤層を介して前記絶縁層に貼り付けられた光透過性の保護層とを具備し、
　前記接着剤層と前記保護層の前記絶縁層と対向した表面領域とは屈折率が異なり、
　前記保護層の前記絶縁層との対向面には、矩形状の断面形状を有する複数の凹部が設け
られており、
　前記第１有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の径は５０ｎｍ乃至６３０ｎｍの範囲内
にあり、
　前記第２有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の径は７０ｎｍ乃至７５０ｎｍの範囲内
にあり、
　前記第３有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の径は１００ｎｍ乃至８８０ｎｍの範囲
内にあることを特徴とする上面発光型の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記第１有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の径と、前記第２有機ＥＬ素子の正面に
おける前記凹部の径と、前記第３有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の径とは、互いに
異なっていることを特徴とする請求項３に記載の有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）表示装置に係り、特には、上面発光
型の有機ＥＬ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示装置は自己発光表示装置であるため、視野角が広く、応答速度が速い。ま
た、バックライトが不要であるため、薄型軽量化が可能である。これらの理由から、近年
、有機ＥＬ表示装置は、液晶表示装置に代わる表示装置として注目されている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置の主要部である有機ＥＬ素子は、光透過性の前面電極と、これと対向
した光反射性または光透過性の背面電極と、それらの間に介在するとともに発光層を含ん
だ有機物層とで構成されている。有機ＥＬ素子は、有機物層に電気を流すことにより発光
する電荷注入型の自発光素子である。
【０００４】
　有機ＥＬ表示装置は、例えば、下面発光型と上面発光型とに分類することができる。下
面発光型の有機ＥＬ表示装置は、絶縁基板上に、前面電極と有機物層と背面電極とを、こ
の順に積層した構造を有している。この有機ＥＬ表示装置では、有機物層が放出する光は
、絶縁基板側から外部へと取り出す。他方、上面発光型の有機ＥＬ表示装置は、絶縁基板
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上に、背面電極と有機物層と前面電極とを、この順に積層した構造を有している。上面発
光型の有機ＥＬ表示装置では、有機物層が放出する光は、絶縁基板側とは逆側から外部へ
と取り出す。
【０００５】
　上面発光型及び下面発光型の有機ＥＬ表示装置の製造プロセスでは、絶縁基板上に配線
や画素回路を形成した後に有機ＥＬ素子を形成する。そのため、上面発光型の構造には、
下面発光型の構造と比較して、より大きな開口率を実現できるという利点がある。
【０００６】
　このような理由から、上面発光型の構造によると、下面発光型の構造と比較して、より
優れた表示特性を実現できると考えられている。しかしながら、有機ＥＬ表示装置，特に
は携帯機器に搭載される有機ＥＬ表示装置，には、より少ない消費電力でより明るい画像
を表示可能であることが望まれている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、少ない消費電力で明るい画像を表示可能な有機ＥＬ表示装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１側面によると、絶縁基板と、第１有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が青
色の複数の第１画素と、第２有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が緑色の複数の第２画素
と、第３有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が赤色の複数の第３画素とを前記絶縁基板上
に並置してなる画素群と、前記画素群上に形成され、平坦な表面を有している光透過性の
絶縁層と、前記絶縁層上に設けられた光透過性の接着剤層と、前記接着剤層を介して前記
絶縁層に貼り付けられた光透過性の保護層とを具備し、前記接着剤層と前記保護層の前記
絶縁層と対向した表面領域とは屈折率が異なり、前記保護層の前記絶縁層との対向面には
、断面形状が矩形状であり、５０ｎｍ乃至６３０ｎｍの範囲内の径を有する複数の凹部が
設けられており、前記第１有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の径と、前記第２有機Ｅ
Ｌ素子の正面における前記凹部の径と、前記第３有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の
径とは互いに等しいことを特徴とする上面発光型の有機ＥＬ表示装置が提供される。
【０００９】
　本発明の第２側面によると、絶縁基板と、第１有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が青
色の複数の第１画素と、第２有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が緑色の複数の第２画素
と、第３有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が赤色の複数の第３画素とを前記絶縁基板上
に並置してなる画素群と、前記画素群上に形成され、平坦な表面を有している光透過性の
絶縁層と、前記絶縁層上に設けられた光透過性の接着剤層と、前記接着剤層を介して前記
絶縁層に貼り付けられた光透過性の保護層とを具備し、前記接着剤層と前記保護層の前記
絶縁層と対向した表面領域とは屈折率が異なり、前記保護層の前記絶縁層との対向面には
、断面形状が矩形状であり、１００ｎｍ乃至６３０ｎｍの範囲内の径を有する複数の凹部
が設けられており、前記第１有機ＥＬ素子の正面における前記凹部の径と、前記第２有機
ＥＬ素子の正面における前記凹部の径と、前記第３有機ＥＬ素子の正面における前記凹部
の径とは互いに等しいことを特徴とする上面発光型の有機ＥＬ表示装置が提供される。
【００１０】
　本発明の第３側面によると、絶縁基板と、第１有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が青
色の複数の第１画素と、第２有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が緑色の複数の第２画素
と、第３有機ＥＬ素子を含むとともに発光色が赤色の複数の第３画素とを前記絶縁基板上
に並置してなる画素群と、前記画素群上に形成され、平坦な表面を有している光透過性の
絶縁層と、前記絶縁層上に設けられた光透過性の接着剤層と、前記接着剤層を介して前記
絶縁層に貼り付けられた光透過性の保護層とを具備し、前記接着剤層と前記保護層の前記
絶縁層と対向した表面領域とは屈折率が異なり、前記保護層の前記絶縁層との対向面には
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、矩形状の断面形状を有する複数の凹部が設けられており、前記第１有機ＥＬ素子の正面
における前記凹部の径は５０ｎｍ乃至６３０ｎｍの範囲内にあり、前記第２有機ＥＬ素子
の正面における前記凹部の径は７０ｎｍ乃至７５０ｎｍの範囲内にあり、前記第３有機Ｅ
Ｌ素子の正面における前記凹部の径は１００ｎｍ乃至８８０ｎｍの範囲内にあることを特
徴とする上面発光型の有機ＥＬ表示装置が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、少ない消費電力で明るい画像を表示可能な有機ＥＬ表示装置が提供さ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の幾つかの態様について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各
図において、同様または類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重
複する説明は省略する。
【００１６】
　図１は、本発明の第１態様に係る有機ＥＬ表示装置を概略的に示す断面図である。図１
では、有機ＥＬ表示装置１を、その表示面，すなわち前面，が上方を向き、背面が下方を
向くように描いている。
【００１７】
　この有機ＥＬ表示装置１は、アクティブマトリクス型駆動方式を採用した上面発光型の
有機ＥＬ表示装置であり、光透過性絶縁層として、例えば、ガラス基板などの絶縁基板１
０を含んでいる。この絶縁基板１０の前面側の主面上では、複数の画素がマトリクス状に
配列している。各画素は、例えば、一対の電源端子間で直列に接続された駆動制御素子２
０及び有機ＥＬ素子４０と、画素スイッチ（図示せず）とを含んでいる。駆動制御素子２
０は、その制御端子が画素スイッチを介して映像信号線（図示せず）に接続されており、
映像信号線から供給される映像信号に対応した大きさの電流を有機ＥＬ素子４０へ出力す
る。また、画素スイッチの制御端子は走査信号線（図示せず）に接続されており、走査信
号線から供給される走査信号によりＯＮ／ＯＦＦが制御される。なお、これら画素には、
他の構造を採用することも可能である。
【００１８】
　基板１０上には、アンダーコート層１２として、例えば、ＳｉＮx層とＳｉＯx層とが順
次積層されている。アンダーコート層１２上には、例えばチャネル及びソース・ドレイン
が形成されたポリシリコン層である半導体層１３、例えばＴＥＯＳ（TetraEthyl OrthoSi
licate）などを用いて形成され得るゲート絶縁膜１４、及び例えばＭｏＷなどからなるゲ
ート電極１５が順次積層されており、それらはトップゲート型の薄膜トランジスタ（以下
、ＴＦＴという）を構成している。この例では、これらＴＦＴは、駆動制御素子２０及び
画素スイッチのＴＦＴとして利用している。また、ゲート絶縁膜１４上には、ゲート電極
１５と同一の工程で形成可能な走査信号線（図示せず）がさらに設けられている。
【００１９】
　ゲート絶縁膜１４及びゲート電極１５上には、例えばプラズマＣＶＤ法などにより成膜
されたＳｉＯxなどからなる層間絶縁膜１７が設けられている。
【００２０】
　層間絶縁膜１７上には、ソース・ドレイン電極２１、反射層７０、及び図示しない映像
信号線が設けられている。ソース・ドレイン電極２１は、例えば、Ｍｏ／Ａｌ／Ｍｏの三
層構造を有しており、層間絶縁膜１７に設けられたコンタクトホールを介してＴＦＴのソ
ース・ドレインに電気的に接続されている。映像信号線や反射層７０は、ソース・ドレイ
ン電極２１と同一の工程で形成することができる。
【００２１】
　ソース・ドレイン電極２１、反射層７０及び映像信号線は、例えばＳｉＮxなどからな
るパッシベーション膜１８で埋め込まれている。
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【００２２】
　パッシベーション膜１８上には、背面電極４３が互いから離間して並置されている。背
面電極４３は、パッシベーション膜１８に設けられた貫通孔を介してドレイン電極２１に
電気的に接続されている。背面電極４３は、この例では光透過性の陽極である。背面電極
４３は、光反射性であってもよい。この場合、反射層７０は不要である。
【００２３】
　パッシベーション膜１８には、さらに、隔壁絶縁層５０が設けられている。この隔壁絶
縁層５０には、背面電極４３に対応した位置に貫通孔が設けられている。隔壁絶縁層５０
は、例えば、有機絶縁層であり、フォトリソグラフィ技術を用いて形成することができる
。
【００２４】
　隔壁絶縁層５０の貫通孔内で露出した背面電極４３上には、発光層を含んだ有機物層４
２が設けられている。発光層は、例えば、発光色が赤色、緑色、または青色のルミネセン
ス性有機化合物を含んだ薄膜である。この有機物層４２は、発光層以外の層をさらに含む
ことができる。例えば、有機物層４２は、背面電極４３から発光層への正孔の注入を媒介
する役割を果たすバッファ層をさらに含むことができる。また、有機物層４２は、正孔輸
送層、正孔ブロッキング層、電子輸送層、電子注入層などもさらに含むことができる。
【００２５】
　隔壁絶縁層５０及び有機物層４２上には、光透過性の前面電極４１が設けられている。
前面電極４１は、この例では、各画素共通に連続して設けられた陰極である。前面電極４
１は、パッシベーション膜１８及び隔壁絶縁層５０に設けられたコンタクトホール（図示
せず）を介して、映像信号線と同一の層上に形成された電極配線に電気的に接続されてい
る。それぞれの有機ＥＬ素子４０は、これら前面電極４１、有機物層４２、及び背面電極
４３で構成されている。
【００２６】
　前面電極４１上には、光透過性絶縁層である封止膜８０が形成されている。封止膜８０
は、外部から有機ＥＬ素子４０などへの水分等の侵入を防ぐとともに、平坦な表面を提供
する役割を果たす。この封止膜８０は、例えば、前面電極４１上に樹脂を塗布し、それに
より得られる塗膜を硬化させることにより形成することができる。
【００２７】
　封止膜８０には、接着剤層９０を介して、光透過性の保護層１００が貼り付けられてい
る。本態様では、接着剤層９０と保護層１００の封止膜８０側の表面領域とは、屈折率が
異なっている。
【００２８】
　保護層１００は、封止膜８０を損傷から保護するとともに、外部から有機ＥＬ素子４０
などへの水分等の侵入を防ぐ。保護層１００は、透明フィルムやガラス基板などであって
もよく、偏光フィルムなどのように付加的な機能を有するものであってもよく、それらの
積層体であってもよい。
【００２９】
　本態様に係る有機ＥＬ表示装置１では、保護層１００の封止膜８０との対向面に複数の
凹部が設けられており、これら凹部は接着剤層９０で埋め込まれている。なお、一主面に
凹部が設けられた保護層１００は、例えば、エンボス、エッチング、キャスティングなど
を利用して得ることができる。
【００３０】
　図２は、図１の接着剤層９０及び保護層１００を概略的に示す平面図である。なお、図
２には、接着剤層９０及び保護層１００の封止膜８０との対向面を描いている。
【００３１】
　図２に示すように、保護層１００の封止膜８０との対向面では複数の凹部が二次元的に
配列しており、接着剤層９０はこれら凹部を埋め込んでいる。なお、図１及び図２では、
一例として、接着剤層９０が保護層１００の凹部に対応して分断された構造を描いている
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が、接着剤層９０は連続膜であってもよい。
【００３２】
　封止層８０と保護層１００との界面に図１及び図２の構造を採用すると、保護層１００
に設ける凹部の径を適宜設定することにより、有機ＥＬ素子４０が放出する光を有機ＥＬ
表示装置１の外部，特には表示面の略正面方向，へと高い効率で取り出すことができる。
したがって、より少ない消費電力でより明るい画像を表示可能となり、また、有機ＥＬ素
子の寿命を長くすることも可能となる。これについて、以下に説明する。
【００３３】
　保護層１００に設ける凹部の径と光取り出し効率との関係を調べるべく、以下の計算を
行った。　
　図３は、保護層１００に設ける凹部の径と光取り出し効率との関係を求めるのに利用し
た構造を概略的に示す断面図である。図３には、図１及び図２の接着剤層９０及び保護層
１００を簡略化した構造を描いている。具体的には、保護層１００に設けた凹部の断面形
状を矩形状としている。また、ここでは、保護層１００に設けた凹部の隣り合うもの同士
の間の距離Ａと、凹部の開口径Ｂと、凹部の深さ（接着剤層９０の厚さ）Ｃと、凹部の底
面から保護層１００の表面までの距離（保護層１００の厚さと凹部の深さＣとの差）Ｄと
を互いに等しくしている。さらに、ここでは、保護層１００の屈折率を１．５とし、接着
剤層９０の屈折率は１．０としている。
【００３４】
　有機ＥＬ素子４０が放出する光のうち、表示面に対して略垂直な方向に進行する光は、
構造を工夫しなくとも、高い効率で有機ＥＬ表示装置１の外部へと取り出すことができる
。これに対し、有機ＥＬ素子４０が放出する光のうち、表示面に対して斜めに進行する光
の一部は、全反射を生じて保護層１００などの内部に閉じ込められるため、有機ＥＬ表示
装置１の外部へと取り出すことができない。
【００３５】
　また、有機ＥＬ表示装置１の外部へと取り出すことができた光のうち、広角側に進行す
る光は、低角側に進行する光と比較して重要度が低い。例えば、携帯機器の表示装置など
としての用途では、輝度の観察角度依存性を低減することよりも、表示面を略正面から観
察した場合に明るい画像が視認できることが重要である。
【００３６】
　このように、より少ない消費電力でより明るい画像を表示可能とするには、有機ＥＬ素
子４０が放出する光を有機ＥＬ表示装置１の外部へと高い効率で取り出すことに加え、取
り出した光の多くの進行方向が表示面の法線に対して比較的小さな角度を為していること
が必要である。
【００３７】
　ところで、有機物層４２が放出する光の一部は、例えば有機ＥＬ素子４０の内部などで
繰返し反射干渉を生じる。その結果、膜面の法線に対して特定の角度を為して進行する光
の強度が著しく高くなる。通常、このような高強度の光の進行方向は、膜面の法線に対し
て比較的大きな角度を為している。それゆえ、より少ない消費電力でより明るい画像を表
示するには、この高強度の光を有機ＥＬ表示装置１の外部へと高い効率で取り出すととも
に、取り出した光の多くの進行方向を表示面の法線に対して比較的小さな角度範囲内に規
制することが極めて有効である。
【００３８】
　そこで、ここでは、保護層１００に設ける凹部の径と有機ＥＬ表示装置１の外部への光
の取り出し効率との関係を求めるに際し、繰返し反射干渉によって高強度となった光のみ
を考慮した。具体的には、以下の条件を仮定して図３の構造についてミー散乱を考え、光
の取り出し効率を計算した。すなわち、繰返し反射干渉によって高強度となった光は、膜
面の法線に対して５０°の角度を為して有機ＥＬ素子４０を出射することとした。また、
光の取り出し効率は、膜面の法線に対して５０°の角度を為して有機ＥＬ素子４０を出射
した光のうち、表示面の法線に対して４０°以下の角度を為して有機ＥＬ表示装置１を出
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射する光の割合として算出した。その結果を、下記表及び図４に示す。
【表１】

【００３９】
　図４は、保護層１００に設けた凹部の開口径Ｂと光の取り出し効率との関係の例を示す
グラフである。図中、横軸は保護層１００に設けた凹部の開口径Ｂを示し、縦軸は先の方
法により算出した光の取り出し効率を示している。また、図４には、波長４５０ｎｍの青
色光、波長５３０ｎｍの緑色光、波長６２０ｎｍの赤色光について得られたデータを示し
ている。
【００４０】
　図４に示すように、青色光（波長４５０ｎｍ）については、約２５％以上の光取り出し
効率は、凹部の開口径Ｂを約５０ｎｍ乃至約６３０ｎｍの範囲内とすることにより実現可
能である。また、緑色光（波長５３０ｎｍ）については、約２５％以上の光取り出し効率
は、凹部の開口径Ｂを約７０ｎｍ乃至約７５０ｎｍの範囲内とすることにより実現可能で
ある。さらに、赤色光（波長６２０ｎｍ）については、約２５％以上の光取り出し効率は
、凹部の開口径Ｂを約１００ｎｍ乃至約８８０ｎｍの範囲内とすることにより実現可能で
ある。なお、２５％程度の光取り出し効率は、保護層１００に凹部を設けない場合に実現
可能な光取り出し効率と比較して、著しく高い値である。
【００４１】
　一般に、発光色が青色の有機ＥＬ素子は、発光色が緑色の有機ＥＬ素子や発光色が赤色
の有機ＥＬ素子と比較して、発光効率が低い傾向にある。すなわち、カラーフィルタを使
用せずにフルカラー表示を行う有機ＥＬ表示装置では、発光色が緑色の画素や発光色が赤
色の画素と比較して、発光色が青色の画素に、より大きな電力を供給しなければならない
。そのため、発光色が青色の画素で消費される電力が有機ＥＬ表示装置で消費される電力
に占める割合は高く、また、発光色が青色の画素の寿命は他の画素の寿命よりも短い。
【００４２】
　したがって、有機ＥＬ表示装置１がカラーフィルタを使用せずにフルカラー表示を行う
ものである場合、例えば、保護層１００の全体に亘って凹部の開口径Ｂを約５０ｎｍ乃至
約６３０ｎｍの範囲内とすると、有機ＥＬ表示装置１の全体で消費される電力を大幅に低
減することができるとともに、優れた寿命特性を実現することができる。
【００４３】
　また、凹部の開口径Ｂが保護層１００の封止層８０との対向面内で均一である場合、保
護層１００への凹部の形成が容易である。加えて、この場合、保護層１００と絶縁基板１
０との位置合わせに高い精度を要求されることがない。
【００４４】
　保護層１００に設ける凹部の開口径Ｂは、約１００ｎｍ乃至約６３０ｎｍの範囲内とし
てもよい。こうすると、発光色が青、緑、赤色の全ての画素で、先の光取り出し効率を２
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５％以上とすることができる。この場合、したがって、保護層１００に設ける凹部の開口
径Ｂが約１００ｎｍ未満である場合と比較して、より少ない消費電力で明るい画像を表示
することができる。
【００４５】
　以上、凹部の開口径Ｂが保護層１００の封止層８０との対向面内で均一である場合につ
いて説明したが、凹部の開口径Ｂは、保護層１００の封止層８０との対向面内で均一であ
る必要はない。例えば、保護層１００に設ける凹部の開口径Ｂは、発光色が青色の画素が
含む有機ＥＬ素子４０の正面において約５０ｎｍ乃至約６３０ｎｍの範囲内とし、発光色
が緑色の画素が含む有機ＥＬ素子４０の正面において約７０ｎｍ乃至約７５０ｎｍの範囲
内とし、発光色が赤色の画素が含む有機ＥＬ素子４０の正面において約１００ｎｍ乃至約
８８０ｎｍの範囲内としてもよい。この場合、凹部の開口径Ｂは、発光色に応じて異なら
しめてもよい。
【００４６】
　本態様において、接着剤層９０の屈折率と保護層１００の封止膜８０と対向した表面領
域の屈折率とは異なっていればよく、どちらが大きくても構わない。但し、典型的には、
接着剤層９０の屈折率は、保護層１００の封止膜８０と対向した表面領域の屈折率と比較
してより大きくする。また、それら屈折率の差は、典型的には、０．２以上とする。
【００４７】
　本態様において、保護層１００に設ける凹部の隣り合うもの同士の間の距離Ａは、例え
ば、１００ｎｍ乃至１０００ｎｍ程度とする。また、凹部の深さＣは、例えば、２００ｎ
ｍ乃至３０００ｎｍ程度とする。凹部の底面から保護層１００の表面までの距離（保護層
１００の厚さと凹部の深さＣとの差）Ｄは、例えば、１００ｎｍ乃至３μｍ程度とする。
また、接着剤層９０の厚さは、例えば、２００ｎｍ乃至３０００ｎｍ程度とする。
【００４８】
　次に、本発明の第２態様について説明する。　
　図５は、本発明の第２態様に係る有機ＥＬ表示装置を概略的に示す断面図である。図２
では、有機ＥＬ表示装置１を、その表示面，すなわち前面，が上方を向き、背面が下方を
向くように描いている。
【００４９】
　図５の有機ＥＬ表示装置１は、以下の構成を採用したこと以外は、図１の有機ＥＬ表示
装置１と同様の構造を有している。すなわち、図５の有機ＥＬ表示装置１では、保護層１
００として、封止膜８０との対向面が平坦なものを使用しており、接着剤層９０は、光透
過性樹脂９１とその中に分散した複数の光透過性粒子９２とを含有している。これら光透
過性樹脂９１と光透過性粒子９２とは、屈折率が互いに異なっている。
【００５０】
　例えば、光透過性樹脂９１の屈折率が、保護層１００の封止膜８０と対向した表面領域
の屈折率と等しい場合、光透過性樹脂９１と保護層１００との界面で屈折は生じない。そ
のため、光学的には、光透過性樹脂９１を保護層１００の一部とみなすことができる。す
なわち、図５の有機ＥＬ表示装置１についても、図１の有機ＥＬ表示装置１と同様、保護
層１００の封止膜８０との対向面には複数の凹部が設けられていると考えることができる
。それゆえ、図５の光透過性粒子９２は、図１の接着剤層８０に相当していると考えるこ
とができる。したがって、本態様でも、光透過性粒子９２の粒径を第１態様で凹部の開口
径Ｂについて説明した範囲内とすることにより、上記と同様の効果が得られる。
【００５１】
　本態様において、光透過性樹脂９１の屈折率と光透過性粒子９２の屈折率とは異なって
いればよく、どちらが大きくても構わない。但し、典型的には、光透過性粒子９２は、光
透過性樹脂９１の屈折率と比較してより大きくする。また、それら屈折率の差は、典型的
には、０．２以上とする。
【００５２】
　本態様では、上記の通り、光透過性樹脂９１の屈折率と、保護層１００の封止膜８０と
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対向した表面領域の屈折率とをほぼ等しくする。例えば、それら屈折率の差を０．１以下
とする。
【００５３】
　本態様において、光透過性粒子９１間の距離は、例えば、第１態様で説明した距離Ａと
ほぼ同程度とする。また、接着剤層９０の厚さも、例えば、第１態様で説明した接着剤層
９０の厚さとほぼ同程度とする。
【００５４】
　光透過性樹脂９１の材料としては、例えば、感圧性接着剤や熱硬化性接着剤などの様々
な接着剤を使用することができる。光透過性粒子９２の材料としては、有機材料及び無機
材料の何れも使用することができる。
【００５５】
　本態様において、接着剤層９０は、例えば、以下の方法により形成することができる。
まず、接着剤中に光透過性粒子９２を均一に分散させてなる塗工液を調製する。次いで、
この塗工液を介して、保護層１００を封止膜８０に貼り付ける。これにより、接着剤層９
０を得る。なお、この塗工液は、封止膜８０上に供給してもよく、或いは、保護層１００
の封止膜８０との対向面上に供給してもよい。
【００５６】
　また、塗工液に使用する接着剤が硬化することにより体積が著しく減少するものである
場合、予め、この塗工液を封止膜８０または保護層１００上に塗布し、これにより得られ
る塗膜を硬化させる。その後、硬化前後での体積変化が少ない接着剤を介して、保護層１
００を封止膜８０に貼り付ける。これにより、接着剤層９０を得る。
【００５７】
　光透過性粒子９２の粒径を発光色毎に異ならしめる場合は、例えば、まず、それぞれ接
着剤中に光透過性粒子９２を均一に分散させてなるとともに、光透過性粒子９２の粒径が
互いに異なる３種の塗工液を調製する。次いで、これら塗工液を、スクリーン印刷法など
により、封止膜８０または保護層１００上であって発光色が青、緑、赤色の画素に対応し
た位置に順次塗布する。その後、これにより得られた塗膜を介して、保護層１００を封止
膜８０に貼り付ける。或いは、先の塗膜を硬化させた後、別途準備した接着剤を介して、
保護層１００を封止膜８０に貼り付ける。これにより、接着剤層９０を得る。
【００５８】
　光透過性粒子９２の粒径を発光色毎に異ならしめる場合、接着剤層９０は他の方法で形
成することもできる。例えば、それぞれ感光性樹脂と光透過性粒子９２とを含有するとと
もに、光透過性粒子９２の粒径が互いに異なる３種の塗工液を調製する。次いで、これら
塗工液を用いたフォトリソグラフィプロセスにより、封止膜８０または保護層１００上で
あって発光色が青、緑、赤色の画素に対応した位置に、それぞれ光透過性樹脂９１と光透
過性粒子９２とを含有するとともに光透過性粒子９２の粒径が互いに異なる３種の薄膜を
順次形成する。その後、別途準備した接着剤を介して、保護層１００を封止膜８０に貼り
付ける。これにより、接着剤層９０を得る。
【００５９】
　このように、第２態様では、第１態様とは異なり、保護層１００に凹部を設ける必要が
ない。また、第２態様では、複雑な工程なしで接着剤層９０を形成することができる。す
なわち、第２態様に係る有機ＥＬ表示装置１は、第１態様に係る有機ＥＬ表示装置１と比
較して製造が容易である。
【００６０】
　第１及び第２態様では、背面電極４３及び前面電極４１をそれぞれ陽極及び陰極とした
が、背面電極４３及び前面電極４１をそれぞれ陰極及び陽極としてもよい。
【００６１】
　また、第１及び第２態様では、有機ＥＬ表示装置１に、発光色が青、緑、赤色の３種の
有機ＥＬ素子４０を絶縁基板１０上に並置した構造を採用しているが、有機ＥＬ表示装置
１には他の構造を採用することもできる。例えば、発光色が白色の有機ＥＬ素子４０を絶
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縁基板１０上に並置し、それら有機ＥＬ素子４０に対向してカラーフィルタを配置した構
造を採用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の第１態様に係る有機ＥＬ表示装置を概略的に示す断面図。
【図２】図１の接着剤層及び保護層を概略的に示す平面図。
【図３】保護層に設ける凹部の径と光取り出し効率との関係を求めるのに利用した構造を
概略的に示す断面図。
【図４】保護層に設けた凹部の開口径Ｂと光の取り出し効率との関係の例を示すグラフ。
【図５】本発明の第２態様に係る有機ＥＬ表示装置を概略的に示す断面図。
【符号の説明】
【００６３】
　１…有機ＥＬ表示装置、１０…絶縁基板、１２…アンダーコート層、１３…半導体層、
１４…ゲート絶縁膜、１５…ゲート電極、１７…層間絶縁膜、１８…パッシベーション膜
、２０…駆動制御素子、２１…ソース・ドレイン電極、４０…有機ＥＬ素子、４１…前面
電極、４２…有機物層、４３…背面電極、５０…隔壁絶縁層、７０…反射層、８０…封止
膜、９０…接着剤層、９１…光透過性樹脂、９２…光透過性粒子、１００…保護層。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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